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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２４年１２月６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２４年３月８日 ０２時００分ごろ 

発生場所 佐賀県唐津市馬渡
ま だ ら

島北岸 

 唐津市所在の肥前馬渡島灯台から真方位００６°１.１海里（Ｍ）

付近 

（概位 北緯３３°３４.９′ 東経１２９°４５.９′） 

事故調査の経過 平成２４年３月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第八恵比須
え び す

丸、１１.４２トン 

ＳＡ２－１７７９（漁船登録番号）、個人所有 

１２.４０ｍ（Lr）×２.９０ｍ×１.０５ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、３０８.９１kＷ、昭和５７年６月１３日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５６歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免 許登録日 昭和５５年９月５日 

免許証交付日 平成１９年１０月１０日 

         （平成２５年６月１４日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 全損 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、平成２４年３月８日００時００分

ごろ唐津市呼子漁港を出港し、馬渡島の北東１Ｍ付近に達した際、船

長が、操業するには風浪が強く、少し眠気も催していたので、下げ潮

の北流時期だから同島に近づくことはないと思い、漂泊して待機する

ために機関を停止し、仮眠をとっていたところ、いつしか風浪に圧流

され、０２時００分ごろ同島北岸の岩場に乗り揚げた。 

 本船は、船長が救助を要請した知人の船で離礁作業が行われたもの

の、岩場にはまり込んだ状態で動かず、離礁作業が断念された。 

本船は、岩場にはまり込んだ状態で風浪を受け続け、船体が大破す

るに至った。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北東、風力 ４、視界 良好       

海象：波高 約１.０～１.５ｍ、潮汐 下げ潮の末期 
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 その他の事項 本船の喫水は、船首が約０.３ｍ、船尾が約０.５ｍであった。 

船長は、本事故当日、少し時化
し け

ていたが、はえ縄漁の生き餌として

２日分確保していたイカを無駄にしないため、無理をして出漁した。

 船長は、携帯電話を操縦免許証及び船舶関係書類と一緒にナイロン

袋に入れていたので、携帯電話で兄や知人に連絡することができた。

船長は、本船内に救命胴衣を所持していたが、着用していなかっ

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、北東風が吹いていた馬渡島北東方沖で漂泊して待機中、船

長が、下げ潮の北流の時間帯だから陸岸に接近することはないと思い

込み、仮眠したことから、風浪に圧流され、同島北岸の岩場に乗り揚

げたものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、北東風が吹いていた馬渡島北東方沖で漂

泊して待機中、船長が仮眠したため、風浪に圧流され、同島北岸の岩

場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・最新の気象情報を入手し、無理をして出漁しないこと。 

・待機する際は、待機時間等を考慮し、錨を投入しておくこと。 

 ・連絡手段として防水型携帯電話を常に所持しておくことが望まし

い。 

 




